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○ 総 務 省 告 示 第 八 十 号  

 電 波 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 四 号 ） 第 二 十 八 条 第 一 項 第 三 号 ⑷ ㈣ 及 び ㈦

の 規 定 に 基 づ き 、 イ ン マ ル サ ッ ト 人 工 衛 星 局 の 通 信 圏 を 次 の よ う に 定 め る 。  

 な お 、 平 成 四 年 郵 政 省 告 示 第 六 十 八 号 （ イ ン マ ル サ ッ ト 人 工 衛 星 局 の 通 信 圏 を 定 め る 件 ） は 、 廃 止

す る 。  

  令 和 八 年 三 月 二 十 三 日  

                               総 務 大 臣  林   芳 正  

一  イ ン マ ル サ ッ ト 船 舶 地 球 局 の 開 設 さ れ る 船 舶 が 安 定 な 状 態 に お い て 、 当 該 イ ン マ ル サ ッ ト 船 舶 地  

球 局 の ア ン テ ナ 仰 角 が 、 イ ン マ ル サ ッ ト 人 工 衛 星 局 に 対 し て 五 度 以 上 と な る 海 域  

二  前 項 の 海 域 に つ い て は 、 次 の 略 図 を 参 照 す る こ と 。  
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